


塚本 大
一般質問

【質問要旨】　
　私の地元の焼津市では、河川沿いの町内会等、
62団体がリバーフレンドシップの協定を締結し、河
川清掃等を行っている。最近は、高齢化や草刈り
機を使い慣れない方の増加に伴い、参加者の減少
や危険な状況の作業が見受けられ、活動を継続す
ることが負担という声が多く聞かれる。
　このような状況を踏まえ、将来にわたり現在の河
川環境が保たれるよう、河川管理者の責任として
地域の河川愛護活動とどのように関わっていくの
か県の所見を伺う。
【交通基盤部長 答弁】　
　県は河川管理者として、堆積土砂の浚渫や堤
防除草の実施等により、河川の機能維持に努めて
おります。 また、県内の多くの河川では、地域の皆
様が、河川清掃等の美化活動に継続して取り組ま
れ、良好な河川環境の維持に御尽力頂き、大変感
謝しております。 県では、こうした活動が、良好な河
川環境の保全はもとより、自然環境への関心の向
上や、水防災に対する意識啓発等にも有意義であ

ると考え、これまでもリバーフレンドシップ制度
等を設け、支援してきたところであります。

　近年、高齢化や都市化の進展等により、こうした
活動の継続が難しくなっているとの御指摘もあるこ
とから、活動団体では作業が困難な箇所について
は、県が草刈や伐木を行うとの方針を昨年度に決
定致しました。 今年度からは、土木事務所ごとにモ
デル河川を選定し、現地の立会いにより、それぞれ
の作業範囲を明確にして草刈等を実施し、継続的
に活動して頂ける仕組みづくりを進めて参ります。
　県と致しましては、こうした取り組みを通じて、河
川管理者と地域の皆様との協働により、地域に親
しまれる美しい河川環境の維持に取り組んで参りま
す。

⑴地域における河川清掃と
　河川管理者の責任について
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【質問要旨】　
　熊本地震における課題の一
つとして、障害のある方や高齢
者等のための福祉避難所が不
足していたと聞いている。 
　そこで、本県では、現在何箇
所指定されているのか、それで
十分なのか、これまでの取り組
みと今後の対応について伺う。
　また、施設が利用しやすいよ
う設備の整備や物資の備蓄を
進めるとともに、実際に福祉避
難所を用いて訓練を行い、問題
点を確認して対策を講じること
が重要である。 
　そこで、福祉避難所を指定す
る市町に対し、県としてどのよう
な準備を進めるよう指導してい
るのか伺う。
【健康福祉部長 答弁】　
　福祉避難所につきましては、
昨年度末時点で７１８箇所とな
り、県内全ての市町において指
定しております。 しかしながら、第
４次地震被害想定からは、福祉
避難所への受入れが必要とさ
れる要配慮者数に対し、現在指
定している箇所だけでは受入れ

予定人数は十分でな
い為、各市町において

より多くの指定が必
要となっております。

　県では、市町と連携し、介護
施設等の社会福祉施設に対
し、福祉避難所が不足している
現状を説明し、指定への理解と
協力を求めております。 また、指
定に対する課題について、市町
との意見交換会を開催し、その
解消を図ることにより、必要な避
難所の確保に取り組んでおりま
す。
　指定された施設が福祉避難
所として有効に機能するため
に、市町が「緊急地震・津波対
策等交付金」を活用して、設備
や物資の整備を進めるように支
援をしております。
　また、全ての市町が要配慮者
を対象とした避難訓練を実施す
るよう指導や助言を行う等、有
事の際に、要配慮者が福祉避
難所を安心して利用出来る体
制を市町が整えられるように取
り組んでおります。
　今後も、福祉避難所の指定
の拡大と災害時における受入
れ体制の整備に向け、各市町
への働きかけを一層強化し、要
配慮者が災害時でも安心して
生活が送れるように努めて参り
ます。

⑵福祉避難所について

○福祉避難所は、一般の避難所では生活困難な障害のある方や高齢者等の要配慮者のためにバリアフリー対策が施されています。 災害時においても福祉
サービスが受けられるよう、社会福祉施設等を市町が福祉避難所に指定します。 焼津市では、高齢者施設や障害者施設等、17施設が指定を受けています。
○災害が発生した場合、まずは最寄の避難所に避難します。 その後、避難所での生活が困難な要配慮者については、福祉避難所へ避難することになります。
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【質問要旨】　
　焼津市三和地内の国道
150号志太榛南バイパス事業
の現在の状況と今後の整備方
針ついて伺う。
【交通基盤部長 答弁】　
　三和地内の未供用区間１．５ｋ
ｍにおける未買収地につきまして
は、本年４月２０日、県収用委員会
から、明渡期限を９月２０日とする
裁決書が交付されました。
　当該地権者は裁決に応じ、物
件の移転又は撤去の意向を示し
ていることから、明渡期限までには
用地が確保出来るものと考えて
おり、用地取得後、速やかに当該
用地の工事に着手出来るよう準
備を進めているところであります。
　県と致しましては、本バイパス
の整備効果が一日も早く発現さ
れるよう、引き続き、必要な予算を
確保し、平成３０年度の供用を目
指して鋭意努力して参ります。
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❶地域における普及
【質問要旨】　
　県民が気軽にスポーツに接するために、
ニュースポーツ※を活用することが得策で
あると思うが、地域におけるスポーツ活動
を推進する上で、ニュースポーツの普及を
どのように取り組んでいくのか伺う。
【文化・観光部長 答弁】　
　県では、県レクリエーション協会と連携
し、毎年４月から１１月にかけて、県内各地
で３０種目を超えるニュースポーツの「種目
別大会」を開催するとともに、春と秋には
ニュースポーツを体験出来る「ふれあい
フェスタ」を実施しております。 これらの行
事には、毎年１万人を超える県民の皆様
に参加して頂いております。
　また、各市町においては、スポーツ推進
委員が実技指導を行う各種体験教室が開
催され、さらに本年度は、県内２５市町にお
いて、５０を超えるニュースポーツの大会の
開催が予定される等、地域の取り組みも拡
大しております。
　県と致しましては、市町、スポーツ推進
委員、県レクリエーション協会、関係団体と
の連携を図りながら、ニュースポーツの普
及に積極的に取り組んで参ります。

❷学校教育における普及
【質問要旨】　
　子供の体力は積極的にスポーツをする
子供とそうでない子供の二極化が顕著と
なっていると聞いており、スポーツや運動
に親しむ姿勢や意欲を高めることが必要
であると考える。
　ニュースポーツは、安全面にも配慮され
ており、運動能力にかかわらず、誰もが、す
ぐにでも取り組めるスポーツであることか
ら、子供の運動嫌いを減らしていくために
は、大変効果的なものである。
　そこで、ニュースポーツの学校教育での
普及に対する教育長の考えを伺う。
【教育長 答弁】　
　全国体力調査によると、本県も、ほとん
ど運動しない約１割の小学生の運動習慣
の改善について、その対策が求められて
います。
　ニュースポーツにつきましては、学校で
の学びや授業でのウォーミングアップ等に
導入することにより、様々な種目を体験す
ることが出来ますので、運動しない児童生
徒の運動実施時間の延長や体力の向上
に繋がるものと期待されます。
　県教育委員会と致しましては、ニュース
ポーツの効果や活用方法等について、県
内の小中学校に周知するとともに、実施
を希望する学校への対応については、県
レクリエーション協会と連携して、学校教
育への普及に努めて参ります。

⑸ニュースポーツの
　普及について

※  ニュースポーツは、新しく考案されたスポーツ群のことで、一般的
には勝敗にこだわらないレクリエーションの一環として気軽に楽し
むことを主眼においています。 具体的には、インディアカ、グラウンド
ゴルフ等、多くの方々に知られているものから、スポレック、スポーツ
吹き矢等、日常的には馴染みがないものまで多岐にわたっています
が、いずれも子供から高齢者まで手軽に出来るものばかりです。
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【質問要旨】　
　焼津市の推進区域では、低湿な土地柄、満潮
時の地域内への海水の遡上等、塩害・排水不良
が顕著であり、耕作が放棄される農地が増加し、
地域農業の活力低下や環境の悪化に加え、台
風や豪雨による洪水や大潮時の対策も、課題と
なっている。
　こうした課題の解決を図る為、耕作放棄地となっ
た農地を再生し、付加価値の高い農産物の生産を
目指すと聞いている。
　そこで、今後、県は、本推進区域の実現に向
け、どのように支援するのか伺う。
【政策企画部長 答弁】
　焼津市では、沿岸部における塩害や、排水不良
による耕作放棄地の増加という課題を解決する
為、付加価値の高い国産いぐさを栽培して、「メイ
ド・イン・ジャパン」の畳の普及・拡大を目指す計画
を策定致しました。
　県では、この計画が、これまでの取り組みが少
なかった沿岸・都市部での新たな農商工連携に
よる新産業創出のモデルとなるとともに、津波に
よる農地災害からの事前復興と言えることから、

 
 
 
 
 

継続的に活動できる仕組みづくりを推進
作業が困難な箇所については、県が草刈りや伐木を行う

年度 民間事業者との連携・調整、
整備手法の検討、試験栽培

年度 農地集積、
生産基盤整備の実施

年度 生産開始

【スケジュール】 

（対象面積：約4ha）

高付加価値農業
創出推進区域
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❶焼津市における「田尻北地区」耕作放棄地の
　再生による高付加価値農業創出推進区域

⑹「内陸のフロンティア」
　を拓く取組について

【質問要旨】　
　本年３月に東名高速
道路大井川焼津藤枝ス
マートインターチェンジが
開通し、地域の活性化へ
の期待は高まっている。 
この期待に応えるべく、今
後、焼津市が土地利用
の構想を描き、地元の意
見を集約し、具体化して
いくものと考える。
　事業の実現に向けて
は、土地利用調整をはじ
め、県の関わりは欠かせ
ない。
　スマートインターチェン
ジ等を活用した市町の新
しい地域づくりに対して、
今後、県はどのように取り
組むのか伺う。
【政策企画部長 答弁】
　本年３月に開通した大
井川焼津藤枝スマートイ

ンターチェンジの周辺地
域は、富士山静岡空港を
はじめ、焼津漁港や大井
川港と近接し、水産業を
中心とした地場産業の活
性化や、観光交流人口
の拡大等が見込まれ、志
太榛原地域全体のより
一層の発展が期待されて
おります。
　焼津市では、３月にまと
めた都市計画マスタープ
ランにおいて、当地域を
産業・観光交流拠点とし
て位置付け、今後、計画
の策定を進めていくもの
と伺っております。
　県と致しましては、安
全・安心で魅力ある地域
づくりを、積極的に支援し
ていくこととしております。
　具体的には地域政策
局を中心としたワンストップ

の相談支援や、関
係部局が連携した
土地利用調整の
支援等、きめ細かな
対応を図り、市が進
める構想の具体化
が円滑に進むよう
支援して参ります。

❷東名高速道路大井川焼津藤枝
　スマートインターチェンジ周辺の地域づくり

平
成
29
年
度 

生
産
基
盤
整
備
の
実
施

耕
作
放
棄
地
の
土
壌
改
良
に
向
け
た
技
術
支
援

高く評価しております。
　県と致しましては、今後、市が立ち上げ
る地域推進協議会に参画し、農地中間
管理事業を活用した農地集積への助言
や、耕作放棄地の土壌改良に向けた技
術支援を行うとともに、水路等の生産基
盤を整備する等、地域資源を活かした魅
力ある地域づくりが、早期に具体化するよ
う支援して参ります。

○農地の多面的機能発揮、貯水力の向上

「田尻北地区」耕作放棄地の再生による
  高付加価値農業創出推進区域

 
 
 
 
 
 
 
 

事業概要 

○農地の有効活用、高付加価値農業の創出による新たな産業の展開・雇用、地域環境の保全

 

農地中間管理事業 
（農地集積）  

 

事業効果  

生産基盤整備
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【質問要旨】　
　焼津は、国内有数の遠洋
漁業の基地として栄えてきた
歴史があり、船舶や水産加
工品、流通業等、水産に関
連した企業が集積している。
　水産都市「焼津」の産業
振興を図るうえで、地域の水
産業界を担う人材育成は重
要である。
　漁業の担い手である船員
は高齢化が進み、水産加工
品については外国からの安
い輸入品に対抗する為、高
付加価値商品の開発が求
められている。 また、水産資
源の保存の観点から、つくり
育てる栽培業技術の向上、
食の安心･安全に対する意
識の高まりから、保存技術
の向上や流通の効率化
等、水産業全体が社会の
ニーズに応じた高度化、グ
ローバル化への対応が急が
れている。
　こうした状況の中、焼津
市に置かれている焼津水産
高校の果たす役割は大き
い。今後は、さらに高いレベ
ルの能力を備えた人材育成
の要請に応えていく必要が

あり、職業教育の充実には、
地域全体が大いに期待して
いる。
　そこで、県教育委員会とし
て、「高校と大学の連携・接
続のあり方検討委員会」の
最終報告書にて示された
「新しい実学」を奨励する方
向性、そして、その具現化に
向けた「静岡県産業教育審
議会」からの答申内容等を
踏まえ、今後の焼津水産高
校における高度化への対
応について、どのように考え
ているのか、教育長の所見
を伺う。
【教育長 答弁】　
　県立焼津水産高校にお
ける大型実習船「やいづ」を
活用した船員養成では、高
校の３年間で実践的な訓練
を行なった後、専攻科で２年
間かけて上級免許を取得さ
せ、将来、船員として活躍で
きる人材を、県内に限らず、
全国の漁業、海運業に輩
出して参りました。 また、今
年２月には、グローバル化へ
の新たな対応として、実習
船で台湾に寄港し、基隆高
級学校と交流したところであ

ります。
　さらに、平成２６年度から
取り組むスーパー・プロフェ
ショナル・ハイスクール事業
では、大学や企業、地元関
係者等の外部有識者から
積極的に助言を頂き、水産
業の様々な分野の第一線
で活躍できる人材育成に向
けたカリキュラムの開発に
取り組んでおります。
　例えば、食品分野では、
企業との共同研究で、地元
で多く水揚げされるゴマサバ
の高付加価値商品の開
発、栽培漁業分野ではウナ
ギ、タイ、ヒラメ等の養殖技
術の向上に努める等、研究
の分野でも実績を上げてお
ります。
　今後は、さらに、水産業界
や地域のニーズに十分に
応えられるよう、静岡県産業
教育審議会の答申内容を
踏まえ、地元企業、県水産
技術研究所、東海大学海
洋学部等、焼津水産高校を
取り巻く関係の皆様と連携
を図りながら商品開発、資
源管理、国際理解等を総合
的に捉える能力を高める教
育を充実させ、高度化を
図って参ります。

⑺県立焼津水産高等学校の
　高度化について 教
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的
な
能
力
を
高
め
る

企業の本社機能移転等促進のための
県税の不均一課税制度の創設

   【要旨】
・ 県では、県内全域を対象とした「地域再生計画」
の認定を３月15日に内閣府から受けた。

・ 今回、企業の本社機能の移転等促進を一層強
化する為、事業税と不動産取得税について、税
制上の優遇となる不均一課税制度を導入し、経
済産業部が持つ企業立地促進制度と併せ、安
定的な雇用の
創出と本県へ
の新たな人の
流れを生み出
す。

　【不均一課税制度の内容（対象税目ごとの軽減措置）】
　 区分 １年目 ２年目 ３年目 

事業税 移転型 １／20 １／20 １／20 

不動産 
取得税 

移転型 １／20 － － 

拡充型 １／20 － － 

 

件数 30件(移転型６件、拡充型 24件) 

雇用増加 165 人 

目標（平成 29年度までの認定） 

 

事業税・県民税増収額 約 500 万円／年 

消費支出増加額 約 5.7 億円／年 

効果 

支援制度 
製造業・物流業 左記以外 

支援時期 
工場等 本社機能 本社機能 その他 

企業立地補助金 ○ (研究所のみ) － － 

設備投資時 制度
融資 

成長産業分野支援貸付 ○ (研究所のみ) － － 

内陸フロンティア推進貸付 ○ ○ ○ ○ 

＜参考＞
本県の企業立地に対する

各種支援制度

不均一課税 
(新設)  － ○ ○ － 

事 業 税：稼働後３年間 
不動産取得税：設備投資時 

※ 移転型：東京23区からの本社機能の移転、拡充型：地方にある本社機能を拡充

　事業税及び不動産
取得税の税率は、全国
で最も減免率が高い、
一般の税率の１/20に
なります。

塚本 大
一般質問

【質問要旨】　
　県下では慢性的な渋滞が固定化された場所や、
周辺の道路整備や商業施設の新設等に起因した
交通事情の変化により、新たな場所において渋滞
が発生している状況にある。
　焼津市中根新田地先の「木屋川橋交差点」に
おいては以前から慢性的な渋滞、また、「中根交差
点」においては、周辺の道路整備により交通の流
れが変り、渋滞が発生している。
　いずれの交差点においても、地域住民あるいは利
用者からその解消を求める要望が多数寄せられてい
る。
　本来的には、「新規道路整備による交通の分
散」や「道路改良による交通容量の拡大」等、抜本
的な対策を講ずるべきであると考えるが、財政的、
時間的な問題等により、直ちに道路管理者による
対応が困難な場合が多く見受けられる。
　そこで、交通管理者である県警察として、先程申
し上げた国道150号木屋川橋交差点及び中根交
差点における渋滞解消に向けて、現在までにどのよ
うな対策をとられてきたのか、また、今後どのような対
策を推進されるのか警察本部長の所見を伺う。
【警察本部長 答弁】　
　木屋川橋交差点では、南進右折、東進左折の
車両が多く、慢性的な渋滞が発生していると承知し
ております。

　同交差点の
信号機は、管制

信号機と言われているもので、周辺の信号機ととも
に交通管制センターにおいて、リアルタイムに最適
な信号制御を行い、円滑な交通流確保にあたって
おります。
　これに加えまして、平成２５年度には、八楠方向の
右折レーンに画像感知器を設置致しまして、右折車
両の台数に応じて右折矢印表示の時間を調節す
る等の渋滞抑止対策を講じているところであります。
　中根交差点では、平日の夕刻を中心に従道路と
なります焼津市道の東側に渋滞がみられておりま
す。
　同交差点の信号機につきましても「木屋川橋交
差点」と同様、管制センターにおいて制御致します
管制信号機でございますが、この交差点の東側の
市道につきましては、右折の需要が大変多く、右折
レーンに入りきらない車両が、直進レーンを進行する
車両の通行を阻害しているという状況がございまし
て、このことが渋滞発生の一つの原因になっており
ます。
　警察と致しましては、交差点東側市道の渋滞解
消の為、平成２５年度に、右折車両用の車両感知
器を設置致しまして、右折車両の台数に応じて右折
矢印表示の時間を調節しているところでございます。
　今後も道路管理者と密接に連携致しまして、こ
の二つの交差点の渋滞解消に向けた諸対策を推
進して参りたいと考えております。

⑼交差点の渋滞解消について
　・国道150号木屋川橋交差点及び中根交差点

【企業の本社機能移転の目標・効果】

第21号３ 第21号２

B3オフリンサイズ／545mm×382mm（広告スペース／520mm×370mm）




